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【
日
時
】

　

令
和
７
年
11
月
22
日
（
土
）

　

９

：

50
～
10

：

00
（
全
校
合
唱
）

　

10

：

10
～
11

：

40（
生
産
品
販
売
）

　

11

：

50
～
12

：

00
（
閉
会
式
）

　

一
般
公
開
を
行
い
ま
す
。
皆
様
の

ご
来
校
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て
お
り

ま
す
。

北
海
道
今
金
高
等
養
護
学
校

☎
82-

３
１
２
１

担
当

：

教
頭
（
伊
東
）、
中
川

　

令
和
７
年
８
月
末
現
在
、
全
国
の

警
察
か
ら
指
名
手
配
さ
れ
て
い
る
者

は
、
凶
悪
事
件
等
で
特
に
警
察
庁
が

指
定
し
て
い
る
重
要
指
名
手
配
被
疑

者
を
は
じ
め
と
し
て
、
約
５
９
０
人

に
上
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
被
疑
者
は
、
殺
人
、
強

盗
等
の
凶
悪
事
件
の
ほ
か
、
暴
行
、

傷
害
、
窃
盗
、
詐
欺
、
横
領
等
の
事

件
に
関
し
て
指
名
手
配
さ
れ
て
お

り
、
再
び
犯
行
を
行
う
お
そ
れ
が
あ

り
ま
す
。

　

警
察
で
は
、
特
に
重
大
な
犯
罪
の

被
疑
者
を
選
定
し
た
上
で
、
11
月
中

に
全
国
警
察
の
総
力
を
挙
げ
て
追
跡

捜
査
を
行
う
こ
と
と
し
、
こ
れ
ら
被

疑
者
の
早
期
検
挙
に
取
り
組
ん
で
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

　

指
名
手
配
被
疑
者
の
発
見
に
向
け

た
捜
査
活
動
に
は
、
国
民
の
皆
さ
ん

の
御
協
力
が
是
非
と
も
必
要
で
す
。

　

指
名
手
配
被
疑
者
に
よ
く
似
た
人

を
見
掛
け
た
と
い
っ
た
情
報
な
ど
、

ど
ん
な
わ
ず
か
な
こ
と
で
も
結
構
で

す
の
で
、
警
察
に
通
報
し
て
い
た
だ

く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

せ
た
な
警
察
署　

☎
84-

６
１
１
０

e
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）
と

は
、
地
方
税
（
法
人
道
民
税
や
法
人

事
業
税
な
ど
）
の
申
告
や
納
税
な
ど

を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
行

う
こ
と
が
で
き
る
自
治
体
共
通
の
便

利
な
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　

郵
送
や
窓
口
に
出
向
く
こ
と
な

く
、
ご
自
宅
や
職
場
か
ら
申
告
や
納

税
の
手
続
き
が
完
了
し
ま
す
の
で
、

積
極
的
な
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

檜
山
振
興
局
税
務
課
課
税
係

☎
０
１
３
９-

52-

６
４
７
２

【
試
験
日
】
令
和
８
年
１
月
13
日

【
試
験
科
目
】
小
論
文
、
面
接

【
出
願
期
間(

消
印
有
効)

】

令
和
７
年
11
月
４
日
～
12
月
８
日

【
募
集
要
項
】
募
集
要
項
及
び
出
願

に
必
要
な
各
書
類
は
、
本
学
院
窓
口

で
配
布
し
て
い
る
ほ
か
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
・
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
使

用
で
き
な
い
場
合
は
、
電
話
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

檜
山
郡
江
差
町
字
伏
木
戸
町
４
８
３

北
海
道
立
江
差
高
等
看
護
学
院

(

道
立
江
差
病
院
、
道
立
江
差
高
等

学
校
隣
り)       

☎
０
１
３
９-

52-

１
４
１
７

FAX
０
１
３
９-

52-

４
３
９
０

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
h
o
k
k
a
i
d
o
.

lg.jp/hf/ekg/166195.html

　

税
を
考
え
る
週
間
に
合
わ
せ
て
書

道
展
の
作
品
を
展
示
い
た
し
ま
す
。

【
八
雲
町
】
は
ぴ
あ
八
雲

11
月
11
日(

火)

～
11
月
16
日(

日)

【
今
金
町
】
総
合
体
育
館
「
あ
い

き
ゅ
ー
ぶ
」
ホ
ー
ル

11
月
11
日(

火)
～
11
月
17
日(

月)

【
せ
た
な
町
】
せ
た
な
町
本
庁
舎
・

瀬
棚
支
所
・
大
成
支
所
ロ
ビ
ー　

11
月
11
日(

火)

～
11
月
17
日(
月)

　

は
ぴ
あ
八
雲
で
は
税
に
関
す
る
絵

は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
も
展
示
し
ま
す
。

八
雲
税
務
署

☎
０
１
３
７-

63-

２
１
４
８

問
合
せ

問
合
せ

問
合
せ

問
合
せ

問
合
せ

■日に日に気温も下がり、いよいよ
冬がやってくるのだと感じておりま
す。私が赴任したころには、すでに
白銀の世界でしたので、季節の移り
変わりに新鮮さを感じております。
■さて、今回は、「相続放棄」をテー
マにお話します。親や子、兄弟、叔
父叔母など、親戚が亡くなると、相
続が発生しますが、その親戚に、全
く財産がない、それどころか借金が
ある場合にも相続しなければならな
いとなると、困ってしまいますよね。
また、遠方の山など、管理が難しい
不動産が遺産になっている場合もあ
り、今後どうすればよいかと悩むこ
ともあるかと思います。
■そのような場合に、ご検討いただ
きたい制度が、「相続放棄」です。「相
続放棄」をすると、亡くなった人の、

プラスの財産もマイナスの財産もす
べて、受け取らなかったことになり
ます。そのため、借金を引き継ぐこ
とも、遠方の土地や建物など、自分
では管理しきれない不動産を受け取
ることもなくなります。その反面、
亡くなった人の預貯金を受け取るこ
ともできません。そのため、預貯金
がある程度ある人の相続は慎重に検
討する必要があります。もっとも、
借金がある人は、預貯金もほとんど
ないことが多く、古い家や山林など、
売却が困難な不動産は、管理費用と
固定資産税がかかり、結果として負
の遺産となってしまうことも多いた
め、相続放棄すべき場合も多いです。
■最終的に、どちらが得になるかと
いう点については、慎重に検討すべ
きですが、相続放棄をする場合は、
原則、【３か月以内】に、【家庭裁判
所で手続き】をしなければなりませ
ん。その期間を延長することもでき
ますが、そのためにも、家庭裁判所

への申立が必要です。また、一部で
も亡くなった人の財産をもらった
り、使ったりしてしまうと、相続放
棄はできなくなります。
■近しい人を亡くしたのに、３か月
で相続するかどうかを決めなければ
いけないのは、なかなかに大変なこ
とかもしれませんが、このときすぐ
に動いていれば借金を負うこともな
かったのにと後悔することのないよ
う、お早めにご相談ください。
■当事務所では、みなさまからの法
律相談を承っております。一定の資
力要件を充たす方であれば、３回ま
で無料の法律相談を承ることもでき
ます。お気軽にご相談ください。相
談は事前予約制となっております。
相談予約のお電話は、「法テラス八
雲法律事務所（☎050-3383-8366）」
までお寄せくださいませ。

法テラス八雲法律事務所　
         弁護士　小松真優

法テラス八雲通信法テラス八雲通信
相続する？しない？相続する？しない？
　　　の決断はお早めに　　　の決断はお早めに

1111
2025
NOVEMBER

北
海
道
今
金
高
等
養
護
学
校

令
和
７
年
度
学
校
祭

指
名
手
配
被
疑
者
の
検
挙
に
御
協

力
を
！

地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム

(

e
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ) 

を
ご
存
じ
で
す
か
？

税
を
考
え
る
週
間

～
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
向
か
っ
て
～

北
海
道
立
江
差
高
等
看
護
学
院

令
和
８
年
度
社
会
人
入
学
試
験（
Ⅱ
期
）

午前８時30分から午後５時15分までです。
電話連絡による予約をお願いします。
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日本一の「今金男爵」日本一の「今金男爵」
　　　　を守ろう　　　　を守ろう！！！！

ジャガイモシストセンチュウの ジャガイモシストセンチュウの 
拡散防止には町民の皆様のご理拡散防止には町民の皆様のご理
解とご協力が必要です。解とご協力が必要です。

今金町農業協同組合今金町農業協同組合
今金町農林振興課今金町農林振興課

 ～口座振替に関するお知らせ～

　町税【町・道民税、固定資
産税、国民健康保険税、軽自
動車税（種別割）】及び公営住
宅使用料の各税（料）の新規
引落や婚姻等による改姓、納
税者の死亡等により振替口座
が変更となる場合または、納
付方法を変更したい場合は、
毎月15日までに税務住民課課
税収納グループまたは町内の
各金融機関にてお手続きをお
願いいたします。

（ゆうちょ銀行の口座振替は、
直接郵便局にてお手続きをお
願いいたします。）
※ゆうちょ銀行は、手続き完
了まで時間を要すため、各期

（月）の納期限の１ヶ月半前ま
でに郵便局にてお手続きをお
願いいたします。

目指せ車いす目指せ車いす！！目指せ車いす！
リングプル回収事業

○ 現在ストック量…440㎏

　 車いす交換まであと310㎏

今金町社会福祉協議会

※750㎏で車いす一台と交換できます

■令和７年度現在7968件7,810万4,000円

※詳しくは、まちづくり推進課まちひ
と交流グループ又はホームページへ

ゆかりの方にＰＲください～ふるさと納税～ゆかりの方にＰＲください～ふるさと納税～
たくさんの期待や思いをお待ちし
ております。皆さんのお知り合い
に、是非、ご紹介ください。

９月末現在の情報です。

求人・求職募集中!!

農林振興課では農林業における
求人・求職を募集しております。
今金町農林振興課無料職業紹介所
（グリーンサポートセンター）

閉庁日の死亡届に伴う火葬許可証の交付時間は、
届出をする日の前日又は、当日の２時間前に役場へ

令和７年度自衛官等採用案内令和７年度自衛官等採用案内

【問合せ】自衛隊函館地方協力本部今金地域事務所　☎0137-82-0258

採用種目 受付期間 試験期日

自衛官候補生 通年
受付時又は各自衛隊地方協力本
部のＨＰにてお知らせします。

一般曹候補生 第３回
９月16日
～ 11月21日

○１次試験
　11月29日～ 12月４日
○２次試験
　令和８年１月６日～ 13日
※�いずれか１日。

陸上自衛隊
高等工科学校生徒

推薦
10月１日
～ 11月28日

令和８年１月10日～ 12日
※いずれか１日

一般
10月１日
～令和８年
　１月15日

○１次試験
　令和８年１月24日・25日
○２次試験
　令和８年２月12日～ 15日
※いずれか１日

季節労働者向け季節労働者向け「技能講習会」無料「技能講習会」無料

●建設機械技能講習会
　�①玉掛け技能講習	 令和８年１月20日（火）～ 22日（木）３日間
　②小型移動式クレーン運転技能講習
　　令和８年１月23日（金）～ 25日（日）３日間
　③高所作業車運転技能講習
　　※普通自動車運転免許が必要です。
　　令和８年１月26日（月）～ 27日（火）２日間
　④車両系建設機械運転技能講習（整地等）
　　※大型特殊免許が必要です。
　　令和８年１月28日（水）～ 29日（木）２日間
　⑤フォークリフト運転技能講習
　　※普通自動車運転免許が必要です。
　　令和８年１月30日（金）～２月２日（月）４日間
　⑥�不整地運搬車運転技能講習
　　※�大型特殊免許又は車両系（整地等又は解体）修了が必要です。
　　令和８年２月３日（火）～４日（水）２日間
●募集人数　各講習５名ずつ
　　　　　　※�先着順です。（人数に達した時点で申込期限内でも募

集を締め切ります）
　　　　　　※お一人２講習まで申込みできます。
●講習場所　八雲町活性化施設（立岩359番地13）
●申込期間　令和７年11月６日（木）～ 12月９日（火）
　　　　　　※�申込期間前・申込期間を過ぎての受付はできません

ので、必ず期間内にお申込みください。
●問い合わせ・申込み
　　　　　　渡島檜山北部通年雇用促進支援協議会 ☎0137-64-3355
　　　　　　今金町まちづくり推進課 ☎0137-82-0111

　通年雇用を目指す季節労働者の皆さん向けに、建設機械技能講習
会を開催します。受講料は無料です。この機会をぜひご利用ください。
※ご注意！　令和６年３月31日以前に離職した方は除きます。


